
 
 

 

一 

 
 

 

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

第
一 
目
的
規
定
の
修
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 

目
的
規
定
中
の
立
法
の
背
景
事
情
に
関
し
て
、
こ
の
法
律
が
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平

洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
原
子
力
に
よ
る
発
電
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
し
、
原
子
力
発
電

施
設
等
の
周
辺
の
地
域
に
も
様
々
な
影
響
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
」
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

第
二 

振
興
計
画
へ
の
記
載
事
項
の
例
示
の
追
加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

 
 

振
興
計
画
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
産
業
の
振
興
に
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
※
）
の
利
用
に
関
連
す
る
産
業
」

を
追
加
す
る
こ
と
。 

 
 

※ 

「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
」
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
水
素
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
太
陽
光
、
風
力
そ

の
他
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
う
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
永
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三 

地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
の
対
象
と
な
る
事
業
の
追
加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
関
係
） 

 
 

地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
の
対
象
と
な
る
事
業
に
、
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
利
用
す
る
電
気
事
業
」
を
追
加
す



 

 
 

 

二 

る
こ
と
。 

第
四 
そ
の
他 

 
 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


